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ラオス第３回本邦研修・ＮＩＪ共同研究

国際協力部教官　
山　下　拓　郎

第１　はじめに

２０２５年は、日本とラオスの外交関係が樹立されてから、７０周年の記念すべき年
である。同年１月に実施された、石破茂総理大臣とソーンサイ・ラオス首相との間で実
施された日ラオス首脳会談において発出された日ラオス共同声明にも法整備支援に関し
て、「両首脳は、ラオスにおける法の支配に基づく市場経済化への転換の重要性を強調
し、１９９８年以降日本がラオスに対して継続的に実施してきた法制度整備支援の具体
的な成果を高く評価した。両首脳は、外交関係樹立７０周年の機会において、ラオスに
おける法制度整備に係る共同研究の成果の公表に向けて協力することで一致するととも
に、引き続き同分野における協力の継続の重要性について一致した。」旨言及されてい
る1。これに伴い、国際協力部では、同年５月に、在日ラオス大使館が主催する「ラオス
フェスティバル」2及び日本経済新聞社が主催する日経フォーラム「アジアの未来」3が開
催される時期である、令和７年５月２１日（水）から同月３１日（土）まで（移動日を
含む。）の間、ＪＩＣＡ（独立行政法人国際協力機構）ラオス「法の支配発展促進プロ
ジェクト（フェーズ２）」プロジェクトの教育民事ワーキンググループ関係の活動に関
し、ラオスの司法省職員、最高人民裁判所裁判官、最高人民検察院検察官、ラオス国立
大学教員等２１名を研修参加者として日本に招き、２０２３年に前記プロジェクトが開
始されて以降、３回目となる本邦研修（以下「本研修」という。）を実施するととも
に、法務総合研究所が協力覚書（Memorandum of Cooperation：ＭＯＣ）を締結している
ラオス国立司法研修所（National Institute of Justice：ＮＩＪ）4の所長以下６名の職員を招
へいし、共同研究（以下「本共同研究」という。）を実施した。
本稿では、本研修及び本共同研究の概要を紹介する。本稿の意見にわたる部分は、全
て当職の私見であり、所属部署の見解ではない。

第２　本研修・本共同研究の背景・目的等

１　本研修について

ラオスでは、２０１８年７月から２０２３年７月までに実施されたＪＩＣＡプロ
ジェクト「法の支配発展促進プロジェクト（フェーズ１）」（以下「前プロジェクト」
という。）に引き続き、同月から令和１０年（２０２８年）７月まで５年間の計画

1  日ラオス首脳会談や、日ラオス共同声明については、外務省のホームページ（https://www.mofa.go.jp/mofaj/s_sa/sea1/
la/pageit_000001_01510.html）参照。
2  ラオスフェスティバルについては、公式ホームページ（https://laos-festival.jp/）参照。
3  日経フォーラム「アジアの未来」については、公式ホームページ（https://nikkeiforum.com/foa25jp/）参照。
4  ＮＩＪは、日本の司法研修所を参考に２０１５年に設立された統一的な法曹養成機関である。法務総合研究所は、
２０１８年に、ＮＩＪとの間でＭＯＣを締結したところ、国際協力部では、２０１９年以降定期的に共同研究セミナー
を実施してきた。
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で、「法の支配発展促進プロジェクト（フェーズ２）」（以下「本プロジェクト」とい
う。）が実施されている。
本プロジェクトは、前プロジェクトなど従前のプロジェクトの成果を土台として、
引き続き関係４機関（司法省、最高人民裁判所、最高人民検察院及びラオス国立大
学）をラオス側の実施機関とし、事実認定と法令の解釈適用を適切に行う能力を身に
付けた法律実務家が継続して育成されることで、法律実務が改善され、法の支配が促
進されることを最終的な目標としている。そして、本プロジェクトにおいては、上記
のような能力を身に付けた法律実務家を育成する基盤の形成のために、基本法令の理
解を促進する論点集の作成、基本法令の理解に基づく実践を促進するための効果的な
研修等の実施及び法律実務家が実務で参照できる判決書集や意見書サンプル集の作成
といった活動により、基本法令を十分に理解し、他者に指導できる中核人材の育成と
いう成果を挙げることを予定している。
本プロジェクトにおける民事法分野の活動においては、前記⑴記載の内容のうち、
特に基本法令の理解に基づく実践を促進するための効果的な研修等の実施という点に
関連して、民事訴訟における争点特定の技法を身につけるための指導書の作成を目指
す、教育民事ワーキンググループ（以下「教育民事ＷＧ」という。）が設置されてい
る。教育民事ＷＧでは、上記指導書の作成に向けて、本プロジェクト開始以来現在に
至るまで、前プロジェクトの成果物である「事実認定問題集（民事）」（争点特定のた
めの分析的な思考方法を簡単な事例で示したもの）の各設問をわかりやすく説明する
ためのレジュメを作成し、模擬講義を実践するなどの活動を実施してきている。
教育民事ＷＧにおいては、その成果物となる予定である指導書作成に向けた活動が
本格的に始まった段階にあるが、誰にとっても使用しやすい指導書を作成できている
か、作成した指導書を今後どのように活用するか等のいくつかの検討すべき課題が生
じていることから、本研修において、これら課題を少しでも解決するため、①日本側
講師等を聴講者に見立てた模擬講義を実施し、その結果について日本側講師等と意見
交換をする、②今後の指導書の活用方法等について日本側講師と集中的に議論し意見
交換を行う、③裁判所や大学、実務家養成機関を訪問するなどし、日本における法
学、民事法及び民事実務教育の手法や日本における民事判決書の在り方について、今
後のプロジェクト活動のために有益な知見を提供するなどの活動を実施することを目
的とした。

２　本共同研究について

国際協力部では、法務総合研究所とＮＩＪとの前記ＭＯＣに基づいて、定期的に民
法や刑法に関する共同研究セミナーを定期的に実施してきたところ、本年、同共同研
究セミナーが第２０回目を迎えることとなったため、これを記念して初めて日本で実
施することにした。また、ＮＩＪは、法律人材育成機関としての重要性に鑑みて、第
２０回共同研究セミナーのみではなく、教育民事ＷＧが作成している指導書を基にし
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た講義を聴講・意見交換の場に参加してもらい、ラオスでの法曹養成機関の立場から
意見を出していただくことによって、より教育民事ＷＧの活動を効果的にすることも
目的とした。

３　日程及び研修参加者等

本研修の日程は別添１のとおりであり、本研修の参加者は別添２のとおりである。
また、本共同研究の日程は別添３のとおりであり、本共同研究の参加者は、別添４
のとおりである。

第３　研修の内容（以下は日程順に記載する。）

１　導入講義【日本の司法制度と法曹養成制度】

本研修・本共同研究の１日目には、日本の司法制度や裁判所・検察庁・弁護士会の
概要、民事手続きの概要、法曹養成制度について、本研修・本共同研究の導入となる
講義をした。
なお、本講義は、本研修参加者の入国日と本共同研究参加者の入国日が異なってい
た影響で、同じ内容の講義を、本研修参加者に対しては、ＪＩＣＡ東京において、国
際協力部樋口教官により、他方、本共同研究参加者に対しては、国際法務総合セン
ターで当職により、それぞれ実施した。

２　ラオス側模擬講義【事実認定問題集の要点について】（共同実施プログラム）

本研修・本共同研究の２日目は、前記最優先課題の１つである事実認定問題集を活
用した模擬講義を実施し、その内容等を吟味する機会を設けた。
教育民事ＷＧでは、事実認定問題集と使用した効果的な講義を実施するため、成果
物として指導書を作成する活動をしているところ、指導書の原案となるスライド資料
及び補足メモの形で構成された「事実認定問題集（民事）」の各設問（４題）のレ
ジュメを暫定的に完成させていただいていた。このレジュメを使い、本研修参加者の
代表者には、実際に模擬講義を実施していただいた。
慶應義塾大学大学院法務研究科松尾弘教授、摂南大学法学部大川謙蔵准教授、志賀
剛一弁護士及び澤井裕弁護士（前長期専門家）に講師をお務めいただき、当該講義を
聴いていただき、レジュメそのものの内容やその背景にあるラオス民法典の解釈論の
問題点から始まり、学生や聴衆に分かりやすい講義方法や指導手法の考え方に至るま
で、集中的に多数の意見交換がなされた。

３　第２０回ＮＩＪ‐ＩＣＤ共同研究セミナー【不法行為について】（共同実施プログ

ラム）

本研修・本共同研究の３日目は、第２０回共同研究セミナーを実施した。
当該セミナーは、不法行為を扱うことになっていたところ、民事法ＷＧが現在作成
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している指導書もそのテーマの一つとして不法行為を取り扱っていることもあり、教
育民事ＷＧの研修参加者にも本共同研究セミナーに参加していただいた。
同セミナーでは、ＮＩＪのチャンタヴォン先生がラオス民法における不法行為規定
の概要について発表し、同じくＮＩＪのヴィラコーン先生がラオス刑法総論における
犯罪行為の分類（意図的犯罪、過失犯罪、援助不提供罪等）について、発表していた
だいた。なお、オンラインでＮＩＪの本部及び支部とも繋ぎ、ラオスからのオンライ
ン参加もしていただいた。
不法行為のテーマは、本年１月、３月、４月に実施された共同研究セミナーでも継
続的にかつ集中的に取り扱い、議論をしてきた内容であるものの、このテーマで４回
目となる第２０回共同研究セミナーにおいても、ＮＩＪの先生方の発表を踏まえて、
不法行為法の要件等に関する活発な意見交換が行われた。

４　東京地方裁判所訪問（本研修のみ）

本研修参加者は、４日目の午前中に東京地方裁判所を訪問し、同所民事裁判官か
ら、日本における民事判決書の作成の目的や判決書の記載事項及び記載方法等につい
ての説明を受けた上、施設訪問を実施した。

５　司法研修所訪問（共同実施プログラム）

本研修・本共同研究の４日目の午後は、司法研修所を訪問した。冒頭まず民事裁判
教官から、司法研修所での教育・研修について講義をいただき、その後、司法研修所
内の施設である大講堂、図書室、法廷教室等を見学した。
特に本共同研究参加者は、ＮＩＪが日本の司法研修所を参考にして設立された法曹
養成機関であるものの、実際に日本の司法研修所をその目で見るのが初めてであった
ため、司法研修所で実施している民事関係の教育や、施設に興味を示していた。

６　指導書等の使用計画策定会議（共同実施プログラム）

本研修・本共同研究の５日目には、指導書等の指導計画策定会議として、教育民事
ＷＧのメンバーから、最高人民裁判所研修所、最高人民検察院研修所、司法省国立司
法研修所、ラオス国立大学及びラオス弁護士会において、それぞれの教育又は研修カ
リキュラムの現状と、「事実認定問題集（民事）」の活用可能性等について発表し、松
尾教授、大川准教授及び志賀弁護士から、アドバイスをいただいた。

７　慶應義塾大学訪問（共同実施プログラム）

本研修・本共同研究の６日目午前中には、慶應義塾大学を訪問し、松尾教授から、
大学や法科大学院において、法律実務家を養成するにあたり、どのようなカリキュラ
ムを構築し、法学教育を実施しているかについて説明いただいた。
具体的には、日本の法曹養成課程の全体像をお示しいただき、その中で、大学や法
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科大学院の役割や、司法試験の問題も紹介いただきながら、司法試験合格に向けた法
科大学院における法学教育や、実務教育について説明いただいた。

８　特別講演【法学教育の在り方】（共同実施プログラム）

本研修・本共同研究の６日目午後には、東京大学名誉教授である大村敦志先生によ
る日本の法学教育の在り方に関する講義を実施していただいた。
同講義では、日本の法学教育や法曹育成制度の変遷、司法制度改革の中で生まれた
（新）司法試験の特徴とその結果生まれた判例偏重の傾向、裁判員制度の構築とそれ
に伴う国民の法教育など、幅広い観点から、日本における法教育や法律家養成につい
て言及された。

９　ＮＩＪ－ＩＣＤ共同研究セミナー書籍発刊記念式典

２０２５年が、日ラオス外交関係樹立７０周年の記念の年であるとともに、共同研
究セミナーも第２０回の節目を迎える年であることから、国際協力部とＮＩＪは、こ
れまで実施してきた共同研究の成果物を取りまとめることを合意し、従前のセミナー
で講義を担当してきた国際協力部教官や、ＮＩＪの先生方の講義資料等の成果物を取
りまとめた書籍を発刊するに至った。
発刊記念式典には、在日ラオス大使館のチットノイ次席大使にもご出席いただき、
ソーンサイ首相の祝辞を代読いただいた。
今回発刊された書籍は、国際協力部とＮＩＪが協力して継続的に活動してきた一つ
の成果を示すものであり、発刊された書籍は、今後、ＮＩＪを中心として、刑法・民
法を学ぶための参考資料になるものとして活用される予定である。

第４　おわりに

教育民事ＷＧにおいては、基本法令の理解に基づく実践を促進するための効果的な研
修等の実施を目指し、前プロジェクトで作成した事実認定問題集を活用した効果的な研
修を実践するため指導書の作成をしているところであるが、今回の研修において、講師
の先生方から、模擬講義や今後の指導書の活用法に対するアドバイス等をいただいたこ
とにより、研修参加者は、個々の教育機関ないし研修機関の特性に応じて指導方法を工
夫する必要性について、一定の理解を得たのではないかと思われる。
例えば、講師の先生方からは、大学は研究機関であるから、事実認定問題集に記載さ
れたラオス民法典の解釈の結論に縛られることなくより自由な議論が可能ではないかと
いった指摘があったほか、法曹養成の各段階において、繰り返し事実認定問題集に接す
る機会があると思われるところ、各機関における指導内容に重複がないことが望ましい
という指摘もあった。いずれも、基本法令の理解に基づく実践を促進するための「効果
的な」研修が実施されるようになることを成果として目指す、本プロジェクトの活動に
対して、非常に有益な示唆を与えるものであったと思われる。
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本研修前、現地からは、本研修をもって、「事実認定問題集（民事）」に基づく指導書
の作成活動は概ね区切りとし、教育民事ＷＧは、次の活動への移行を検討したいとの意
向が示されていた。そのような状況下にあって、「事実認定問題集（民事）」に基づく指
導書について、活動の節目となるような集中的な議論及び意見交換を実施し、より効果
的な研修実施がなされるよう研修参加者に的確な知見をインプットした本研修は、本プ
ロジェクトの最終目標である、事実認定と法令の解釈適用を適切に行う能力を身につけ
た法律実務家を育成するための基盤作りに貢献したものといえる。
また、ＮＩＪについても、教育民事ＷＧと合同でプログラムを実施したことにより、
教育機関としての指導方法や、前記事実認定問題種の活用について検討の機会を得たほ
か、初めて日本で共同研究を実施することとなり、対面で集中的に不法行為について議
論をする機会を得たほか、これまでの活動が書籍の発刊という形で実を結んだことで、
今後の共同研究セミナーの内容をより充実させ、ＮＩＪの職員である教官の能力向上に
向けた協力活動がなされることが期待される。
最後に、本研修で講師を務めていただいた先生方、訪問を受け入れていただいた裁判
所や司法研修所の担当者の方々、ＪＩＣＡ長期専門家として現地派遣中の石﨑明人専門
家及び矢尾板隼専門家、その他本研修に御協力いただいた関係者の皆様方に、心より御
礼を申し上げたい。
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【指導書等の使用計画策定会議の様子】

【第２０回ＮＩＪ－ＩＣＤセミナー】

【ＮＩＪ－ＩＣＤ共同研究セミナー書籍発刊記念式典】
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●⻩⾊セルはラオス共同研究（NIJ）との合同実施 ※TIC : JICA東京センター

5

21
5 10:00 14:00 15:00

22
5 10:00 14:00 17:00

23
5

24
5

25
5 10:00 14:00 17:00

26
5 10:00 14:00 16:30

27
5 10:00 12:00

28
5 10:00 12:30 14:00 15:00 17:00

29
5 10:00 11:00 11:00 12:00 14:00 16:00

30
5

31

TIC泊

TIC泊

【特別講演】
「法学教育の在り方」

大村 敦志東京大学名誉教授

【意見交換会・写真撮影】
ICD部⻑

【出国】

【訪問（講義・意見交換）】
「法学部・法科大学院における⺠事法教育の実際」

松尾 弘教授

【総括質疑・意見交換】
ICD教官、専門家

【評価会・修了式】 日ラオス国交樹立７０周年 出版イベント参加

水

TIC泊

TIC泊

TIC泊

TIC泊

TIC泊

TIC泊（書類整理）
【ラオス側発表・意見交換】

「指導書等の使用計画策定会議」
松尾 弘教授、大川 謙蔵准教授、志賀 剛一弁護士

金

土

日

法務省赤れんが棟 TIC

法務省赤れんが棟 法務省赤れんが棟

休憩等午前

【入国】

休務日

【ラオス側発表（模擬講義）・意見交換】
「事実認定問題集の要点について」

松尾 弘教授、大川 謙蔵准教授、志賀 剛一弁護士、澤井 裕弁護士

【ラオス側発表（模擬講義）・意見交換】
「事実認定問題集の要点について」

大川 謙蔵准教授、志賀 剛一弁護士、澤井 裕弁護士

（JICAオリエンテーション）

休務日

【導入講義】
「日本の司法制度と法曹養成制度」

国際協力部教官 樋口 瑠惟

木

金

TIC 法務省赤れんが棟

12:00

慶應義塾大学法科大学院 弁護士会館 法務省赤れんが棟

土

／

／

／

／

／

／

／

／

／

／

月

火

法務省赤れんが棟
12:00

法務省赤れんが棟 法務省赤れんが棟

12:00

12:00

東京地方裁判所 司法研修所

【訪問（施設見学・講義・意見交換）】
「司法研修所における⺠事実務教育について」

司法研修所教官

第20回記念共同研究セミナー参加 第20回記念共同研究セミナー参加

【訪問（施設見学・講義・意見交換）】
「日本の⺠事判決書」

東京地方裁判所⺠事部裁判官

第３回ラオス本邦研修（教育⺠事）日程表案
【令和７（２０２５）年５月２１日（水）〜５月３１日（土）（移動日を含む。）】

（樋口教官、小枝専門官）

12:00 17:00

月日

／

曜日

水

木 国際協力部オリエ
ンテーション

備考

TIC泊

TIC泊

午後

TIC
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MMaannaapphhoonnee  TTHHOONNGGDDEEEEYYAALLAATTHH

最高人民検察院党監察課副課長

ペペッッササママイイ　　ササイイムムンンククンン

PPhheettssaammaayy  XXAAYYMMOOUUNNGGKKHHOOUUNNEE

ソソムムブブーーンン　　シシーーパパススーートト

SSoommbboouunn  SSIIPPAASSEERRDD

最高人民裁判所研修所司法図書課長代理

リリキキッットト　　ササイイニニャャヴヴォォンン　　

KKiinnggpphheett  BBOOUUAALLAAPPHHAANNHH

最高人民裁判所研修所裁判官補

ギギンンペペッットト　　ボボアアララパパンン　　

ブブンンシシーー　　ブブーーロロムム

BBoouunnssyy  BBOOUULLOOMM

ササイイパパソソンン　　ウウンンシシダダーー

最高人民検察院商事・家庭・少年事件監察課長

ママーーナナポポーーンン　　トトンンデディィーーニニャャララーートト

XXaaiippaassoonngg  OOUUNNSSIIDDAA

最高人民検察院計画・国際協力課長

第第３３回回ララオオスス本本邦邦研研修修（（教教育育民民事事））　　研研修修参参加加者者名名簿簿

ガガンン　　テテムムソソムムババッットト

JJIICCAA長長期期派派遣遣専専門門家家  //  JJIICCAA  PPrroojjeecctt  EExxppeerrtt  石石﨑﨑明明人人（（IISSHHIISSAAKKII,,  AAkkiittoo))

KKaanngg  TTEEMMSSOOMMBBAATTHH

最高人民裁判所研修所所長

カカムムフフーー　　ヴヴォォーーララブブッットト

KKhhaammhhoouu  VVOORRLLAABBOOUUDD

LLiikkhhiitt  XXAAIIYYAAVVOONNGG

最高人民裁判所学術管理・司法統計部　課長代理

ササククナナーー　　ニニャャピピチチッットト

SSaakkkkoouunnaa  YYAAPPHHIICCHHIITT

最高人民裁判所学術管理・司法統計部長

【【研研修修担担当当//OOffffiicciiaallss  iinn  cchhaarrggee】】

教教官官  //  PPrrooffeessssoorr  樋樋口口瑠瑠惟惟（（HHIIGGUUCCHHII,,  RRuuii))

最高人民検察院一般監察局副局長

ササイイササナナ　　ララーーササヴヴォォンン

XXaayyssaannaa  RRAAJJVVOONNGG

最高人民検察院研修所副所長

国国際際専専門門官官  //  AAddmmiinniissttrraattiivvee  SSttaaffff  小小枝枝桃桃子子（（KKOOEEDDAA,,  MMoommookkoo))

LLaannggssyy  KKIINNGGPPHHAACCHHAANNHH

司法省国立司法研修所副所長

ケケムムペペッットト　　セセーーンントトーーンンカカムム

KKhheemmpphheett  SSEENNGGTTHHOONNGGKKHHAAMM

司法省国立司法研修所情報・図書課専門職員

ヴヴィィラライイチチャャンン　　タターーオオ

VViillaayycchhaannhh  TTHHAAOO

司法省法律普及局ラジオ・テレビ課長

ペペンンパパーーワワンン　　イインンタタヴヴォォンン

PPhheennggpphhaavvaannhh  IINNTTHHAAVVOONNGG

司法省法律普及局副課長

司法省国立司法研修所管理・経理・国際協力課専門職員

ラランンシシーー　　ギギンンパパチチャャンン

タタッッササナナロローーンン　　シシーーススノノンン

TThhaattssaannaalloonnee  SSIISSOOUUNNOONNTTHH

ラオス国立大学法政治学部副学部長

ゲゲオオササーーイイジジョョンン　　ササーーイイススワワンンナナヴヴォォンン

KKeeoossaayycchhoonngg  SSAAYYSSOOUUVVAANNNNAAVVOONNGG

ラオス国立大学法政治学部国際関係課長

ププーーササイイ　　チチャャンンタタヴヴォォンン

PPhhoouuxxaayy  CCHHAANNTTHHAAVVOONNGG

ラオス国立大学法政治学部民事法学科副科長

トトンンカカムム　　ロローーヤヤンン

TThhoonnggkkhhaamm  LLOORRYYAANNGG

ラオス国立大学法政治学部民事法学科副科長

弁護士（ラオス弁護士会）

カカンンピピウウ　　ヴヴィィラライイポポーーンン

KKhhaammpphhiioouu  VVIILLAAYYPPHHOONNEE

ラオス国立大学法政治学部民事法学科民事訴訟法ユニット長

ママニニチチャャンン　　ピピララパパンン

MMaanniicchhaannhh  PPHHIILLAAPPHHAANNHH
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27
5 10:00 14:00 16:00
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29
5 10:00 14:00 17:00
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31

法務省赤れんが棟

IJC泊／

法務省 司法研修所

IJC泊

IJC泊

IJC泊

IJC泊

法務省赤れんが棟

日ラオス国交樹立７０周年 出版イベント

【意見交換会・写真撮影】
ICD部⻑

【特別講演】
「法学教育の在り方」

大村 敦志東京大学名誉教授
弁護士会館

／

／

土

金
【ラオス側発表（模擬講義）・意見交換】

「事実認定問題集の要点について」
大川 謙蔵准教授、志賀 剛一弁護士、澤井 裕弁護士

木
【入国・移動】

8:10 成田空港（ターミナル1）到着
国際協力部オリエン

テーション

日

休務日

法務省赤れんが棟

法務省赤れんが棟

休務日

12:00

第20回NIJセミナー 第20回NIJセミナー

／

水／

法務省赤れんが棟

火

令和７年度ラオス共同研究（NIJ）日程表案
【令和７（２０２５）年５⽉２１日（水）〜５⽉３１日（土）（移動日を含む。）】

（山下教官、樋口教官）

⽉日 曜日 備考午前 休憩等 午後

／ 水

／

機中泊【入国】

12:00

（休憩）

IJC泊
【ラオス側発表（模擬講義）・意見交換】

「事実認定問題集の要点について」
松尾 弘教授、大川 謙蔵准教授、志賀 剛一弁護士、澤井 裕弁護士

IJC泊
【導入講義】

「日本の司法制度と法曹養成制度」
国際協力部教官 山下 拓郎

17:00

IJC

⽉

／

法務省赤れんが棟

／

金

土
【出国】

10:35 羽田空港（ターミナル3）出発

【協議】
「今後の共同研究に関する方針協議」

国際協力部教官 山下 拓郎

／

IJC

／ 木

慶應義塾大学法科大学院

12:00

11:00

【ラオス側発表・意見交換】
「指導書等の使用計画策定会議」

松尾 弘教授、大川 謙蔵准教授、志賀 剛一弁護士

修了式

法務省赤れんが棟

【訪問（講義・意見交換）】
「法学部・法科大学院における⺠事法教育の実際」

松尾 弘教授

法務省赤れんが棟

機中泊

IJC泊

IJC泊

12:00

訪問・表敬イベント

12:00

【訪問（施設見学・講義・意見交換）】
「司法研修所における⺠事実務教育について」

司法研修所教官
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司法省国立司法研修所チャンパーサック支部長

チチャャンンダダヴヴォォーーンン・・ヴヴォォンンパパチチャャンン

VViillaakkoonnee SSIIBBOOUUNNHHEEUUAANNGG      

司法省国立司法研修所法務官

ヴヴィィララココーーンン・・シシーーブブンンフフアアンン

令令和和７７年年度度NNIIJJｰーIICCDD共共同同研研究究　研研修修参参加加者者名名簿簿

パパススーートト・・ササワワンンデディィーー

PPaasseeuutthh SSAAVVAANNGGDDYY

司法省国立司法研修所　所長

ププアアンンママーーラライイ・・ククンンナナヴヴォォンン

PPhhoouuaannggmmaallaayy KKOOUUNNNNAAVVOONNGG

CChhaannddaavvoonnee VVOONNGGPPHHAACCHHAANN 

司法省国立司法研修所サワンナケート支部長

セセンンアアーールルンン・・パパンンナナララッットト

SSeenngg AAlloouunn PPHHAANNNNAALLAATTHH 

司法省国立司法研修所ルアンパバーン支部長

【研修担担当当//OOffffiicciiaallss iinn cchhaarrggee】】

教官 / PPrrooffeessssoorr 山山下下拓拓郎郎（（YYAAMMAASSHHIITTAA，，TTaakkuurroo））　

司法省国立司法研修所法務官

国国際際専専門門官官 // AAddmmiinniissttrraattiivvee SSttaaffff 神神谷谷哲哲夫夫（（ＫＫＡＡＭＭＩＩＹＹＡＡ,, TTeettssuuoo))

ササイイニニャャ・・チチャャンンタタナナラライイ

XXaayyggnnaa CCHHAANNTTHHAANNAALLAAYY

教官教官

修

教官教官

修




